
居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書 
区   分 

新 規 ・ 変 更 

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号 

フリガナ    アサクチ タロウ 
0 0 1 2 3 4 5 4 3 2 

浅口 太郎 
個 人 番 号  

            

生 年 月 日 性 別 

明・大・昭  １９年  ９月  ２３日 男 ・ 女 

居宅サービス計画の作成を依頼（変更）する事業者  

☑居宅介護支援事業者  

□小規模多機能型居宅介護事業者（看護小規模多機能型を含む） 

居宅介護支援事業者番号 3 3 7 2 7 9 9 9 9 9   

事業者の事業所名  事業所の所在地   〒719-0243 

△△△居宅介護支援事業所 

浅口市鴨方町鴨方○○○番地 

 

電話番号  0865-44-×××× 

事業所を変更する場合の事由等 ※事業所を変更する場合のみ記入してください。 

    変更年月日 

（令和   ３ 年  １０月  １日付） 
要支援から要介護認定へ変更になったため 

※（看護）小規模多機能型居宅介護を利用する場合は、以下も記入してください。 

・利用給付区分 

（給付区分が変更になった場合は改めて届出が必要です） 

□介護給付（要介護） 

□介護予防給付(要支援) 

・（看護）小規模多機能型居宅介護の利用開始月におけ

る居宅サービス等の利用の有無  

□居宅サービス等の利用あり 

□居宅サービス等の利用なし 

浅口市長 殿 

  上記の居宅介護支援事業者・（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業者に居宅サービス計
画の作成を依頼することを届け出ます。また、居宅サービス計画の作成を依頼（変更）する居宅介
護支援事業者が居宅介護支援の提供にあたり、被保険者の状況を把握する必要があるときは、
要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意
見書を当該居宅介護支援事業者に必要な範囲で提示することに同意します。 

  令和 ３ 年 ９ 月 ２8 日 

 

（被 保 険 者 ）住 所：  浅口市鴨方町六条院中●●●番地   

本人氏名（自署）：  浅口 太郎              ※代筆の場合 

電 話 番 号：  0865-44-△△△△    （代筆者： 金光 花子      続柄： 子

  ） 

保険者確認欄 
□ 被保険者資格  □ 届出の重複 

□ 居宅介護支援事業者事業所番号  

□ 小規模多機能型居宅介護事業者事業所番号  

（注意） １ この届出書は、要介護認定等の申請時、若しくは、居宅サービス計画を作成する事業

所が決まり次第、速やかに浅口市へ提出してください。なお、届出の際には、介護保険

被保険者証又は介護保険資格者証を添えて提出してください。 

２ 居宅サービス計画の作成を依頼する事業所を変更するときは、変更年月日を記入のう

え、必ず浅口市へ届け出してください。届出のない場合、サービスに係る費用を一旦、

全額負担していただくことがあります。  

 

被保険者証に一度でも

事 業 所 の 記 載 が あ れ

ば、区分は「変更」。 

記入例 

（看護）小規模多機能

型居宅介護の届出の場

合は、記入してくださ

い。 

【同意欄の記入について】 

可能な限り、氏名は被保険者本人に自署してもらっ

てください。代筆した場合は、代筆者名・続柄を記

入。パソコンによる氏名の印字は不可。（署名欄以

外の箇所は、パソコン等による印字も可） 

【届出日について】 

届出日は、市が受け付けた日（市へ提出した日）となり

ます。郵送の場合も高齢者支援課へ到着した日を届出日と

し、被保険者証へ届出日の記載をします。※原則、届出日

の遡及はできません。 

 ただし、届出をすべき日が閉庁日の場合で、翌開庁日に

届け出た場合は遡及して取扱いますので申し出てくださ

い。 

 なお、転入後すぐにサービスを利用する場合など、やむ

を得ない理由により届出日の遡及が必要な場合は、あらか

じめ高齢者支援課へ連絡をしてください。 

例）R3.9.30まで 要支援2 

R3.10.1から 要介護1 

R3.10.1付の居宅サービス計画の届出

を9/28に提出 

→この場合、被保険者証への届出年

月日の記載は、「R3.10.1」となります。 


